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徳
島
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
と
し

て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
元
年
八
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

所

在

地

開

設

者

指
定
年
月
日

南
小
松
島
調
剤
薬
局

小
松
島
市
松
島
町
一
―
一
七

株
式
会
社
グ
ロ
ー
バ
ル

令
和
元
年
六
月

・
ア
シ
ス
ト

三
日



徳
島
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機

関
の
指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
八
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
に
係
る

指

定

に

係

る

名
称

主
た
る
事
務
所
の

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

変
更
年
月
日

所

在

地

旧

新

旧

新

医
療
法
人
明

徳
島
市
国
府
町
早

ま
ご
こ
ろ
訪
問

た
ま
き
青
空
訪

徳
島
市
国
府

徳
島
市
国
府

平
成
三
十
年

和
会

淵
字
北
カ
シ
ヤ
五

看
護
ス
テ
ー
シ

問
看
護
ス
テ
ー

町
和
田
字
居

町
早
淵
字
北

十
一
月
一
日

六
―
一

ョ
ン

シ
ョ
ン

内
一
〇
七

カ
シ
ヤ
五
六

―
一



徳
島
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出

が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
八
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

の

受

理

日

年

月

日

有
限
会
社
夢

徳
島
市
鮎
喰
町
二
丁
目
三
〇
番

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

徳
島
市
鮎
喰
町
二
丁
目
三
〇
番

訪
問
看
護

令
和
元
年
五
月

令
和
元
年
七
月

地
の
四

ン
ほ
し

地
の
四

十
四
日

一
日

居
宅
療
養
管
理

同

同

指
導

株
式
会
社
象
企
画

同

新
浜
町
三
丁
目
二
番
一

ま
ち
け
ん
デ
イ
サ
ー
ビ

同

南
末
広
町
二
丁
目
八
番

通
所
介
護

同

同

六
月

四
号

ス
ク
ラ
ブ
末
広
店

一
七
号

十
七
日

三
十
日



徳
島
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
八
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指

定

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

の

受

理

日

年

月

日

有
限
会
社
夢

徳
島
市
鮎
喰
町
二
丁
目
三
〇
番

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

徳
島
市
鮎
喰
町
二
丁
目
三
〇
番

介
護
予
防
訪
問

令
和
元
年
五
月

令
和
元
年
七
月

地
の
四

ン
ほ
し

地
の
四

看
護

十
四
日

一
日

介
護
予
防
居
宅

同

同

療
養
管
理
指
導



徳
島
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
那
賀
川
河
川
事
務
所
長
か
ら
、
平
成
三
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
三
十
八

号
（
公
共
測
量
を
変
更
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
件
）
で
公
示
し
た
公
共
測
量
を
平
成
三
十
一
年
二
月
二

十
七
日
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十

九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
八
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門



徳
島
県
告
示
第
二
百
七
十
号

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
那
賀
川
河
川
事
務
所
長
か
ら
、
平
成
三
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
二
十
四

号
（
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
件
）
で
公
示
し
た
公
共
測
量
を
平
成
三
十
一
年
二
月
二

十
八
日
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十

九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
八
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門


